
  

様式第２号の１－②【⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置】 
 
※専門学校は、この様式を用いること。大学・短期大学・高等専門学校は、様式第２号の１

－①を用いること。 
 

学校名 穴吹調理製菓専門学校 
設置者名 学校法人穴吹学園 

 

 

１．「実務経験のある教員等による授業科目」の数 

課程名 学科名 

夜間･

通信

制の

場合 

実務経験のあ

る教員等によ

る授業科目の

単位数又は授

業時数 

省令で定める

基準単位数又

は授業時数 

配

置

困

難 

衛生専門課程 

高度調理学科 
夜 ・

通信 
３００時間 １６０時間  

パティシエ・べー

カリー学科 

夜 ・

通信 
２４０時間 １６０時間  

（備考） 

 

 

２．「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表の公表方法 

https://web.anabuki-net.ne.jp/wp/wp-

content/uploads/2023/05/akf_2_2023.pdf 
 

 

３．要件を満たすことが困難である学科 
学科名 

（困難である理由） 

 

  



  

様式第２号の２－①【⑵-①学外者である理事の複数配置】 
 
※ 国立大学法人・独立行政法人国立高等専門学校機構・公立大学法人・学校法人・準学校

法人は、この様式を用いること。これら以外の設置者は、様式第２号の２－②を用いる

こと。 
 

学校名 穴吹調理製菓専門学校 
設置者名 学校法人穴吹学園 

 

 

１．理事（役員）名簿の公表方法 

https://web.anabuki-net.ne.jp/wp/wp-

content/uploads/2023/06/2023yakuin.pdf 

 

 

２．学外者である理事の一覧表 

常勤・非常勤の別 前職又は現職 任期 
担当する職務内容 

や期待する役割 

常勤 企業代表取締役 

令和 5 年 5

月 26日～令

和 7 年 5 月

25日 

学校経営に関する

提言 

非常勤 他法人役員 

令和 5 年 5

月 26日～令

和 7 年 5 月

25日 

学校経営に関する

提言 

（備考） 

 

  



  

様式第２号の３【⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】 

 

学校名 穴吹調理製菓専門学校 

設置者名 学校法人穴吹学園 

 

 

○厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表の概要 

１．授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法

や基準その他の事項を記載した授業計画書(シラバス)を作成し、公表し

ていること。 



  

（授業計画書の作成・公表に係る取組の概要） 

 

カリキュラム編成・授業科目の内容・方法の充実改善を目的として「教育課程編成委

員会」を設置し、業界団体や動物病院等からの意見・要望を伺う。そして、学校は、

「教育課程編成委員会」の意見・要望を十分に活かし、かつ教育理念及び学科目標に

沿ったカリキュラムの改善を検討し、教務部が主体となり新たなカリキュラム案を編

成、それを校長が決定する。 

作成したシラバスは毎年度３月に作成・公表する。 

 

※シラバスの主な記載項目 

 

（１） 科目名 

   その授業の科目名を記載します。 

 

（２） 学科／学年 

   授業を行う学科名および学年を記載します 

 

（３） 年度／時期 

   授業を行う年度および時期（前期・後期）を記載します 

   単位制の場合は標準履修年次を記載します 

 

（４） 授業形態 

   講義もしくは演習、実習等授業形態について記載します 

 

（５） 授業の回数 

   授業を行う回数（コマ数）を記載します 

 

（６） 必須・選択 

   必須授業もしくは選択授業について記載します 

 

（７） 授業担当教員 

   授業を担当する教員名を記載します 

   複数の教員で担当する場合は全員の氏名を記載します 

   また、実務経験がある教員の場合はその旨を記載します 

 

（８） 授業の概要 

   授業の概要について記載します 

   実務経験がある教員が授業を行う場合は、実務経験をどのように活かして 

   授業を行うかを記載します    

 

（９） 授業終了時の到達目標 

   授業終了時点において学生が修得している必要がある学修成果について 

記載します 

（10） 授業の内容 

   授業の各回におけるテーマおよび内容について具体的に記入します 

   ※学生の理解度・実態に応じてやむを得ず変更する可能性もあります 

 

（11） 教科書・教材 

   使用するテキストや参考図書等を記載します 



  

 

（12） 評価基準 

   評価方法について記載します 

   また、評価基準についてそれぞれの項目の評価割合を記載します 

 

（13） その他 

   備考および準備学習（授業に臨む前に行っておくべき内容） 

などについて記載します 

 

授業計画書の公表方法 https://web.anabuki-net.ne.jp/data/ 

２．学修意欲の把握、試験やレポート、卒業論文などの適切な方法により、

学修成果を厳格かつ適正に評価して単位を与え、又は、履修を認定して

いること。 



  

（授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要） 

 
【学生便覧より抜粋】 

修得条件並びに試験及び成績評価等に関する規程 

 

１．修得条件 

１）諸規則に反している者は授業を受けることが出来ず、履修不足となることが 

ある。 

２）通常、授業は１コマ（２時間）を１５コマ、３０時間を履修基準とし、各科目

の規定数を履修しなければならない。 

３）修得には次のことが必要となる。 

  ①各授業開講回数の内、4/5以上に出席し、各科目の規定以上を履修すること。 

   ・出席回数が学内規定以上に達しなかった者は不足を補うこと。 

  ②各科目の評価で合格（６０点以上）すること。 

   ・評価で合格しなかった者は再評価を得て合格しなければならない。 

 

２．試験及び成績評価 

 １）試験の種類は、定期試験、追試験、再試験、特別試験等とする。 

 ２）評価は、各種の試験を中心とし日常の成績などを勘案して行う。 

 ３）評価はＡ（100～80）Ｂ（79～70）、Ｃ（69～60）で表す。Ｄ（59以下）は不合

格とする。 

 ４）再評価者および補講受講者の合格評価はすべてＣ（60）とする。 

 

３．追・再試験・特別試験 

 １）定期試験を公欠または病気、その他やむを得ない事由で受験できなかった者に

対しては、追試験を行う。この場合、事前に連絡があり、かつ当該当試験の終了

後３日以内に医師の診断書または理由書を添付した時に限る。 

 ２）定期試験の結果、不合格または自己都合等で受験できなかった科目については

再試験・特別試験を受けることが出来る。 

 ３）再試験・特別試験による評価はＣ以下とする。 

 

４．臨時試験 

 １）臨時試験は、科目ごとにその担当者が随時必要に応じて行うものであり、その

科目の担当者が実施する 

 ２）臨時試験の成績は、適宜全体評価に加えるものとする。 

 

５．進級及び卒業 

 １）進級には各学科・学年の全科目履修を必要とする。 

 ２）卒業には各学科・学年の全科目履修を必要とする。 

 

３．成績評価において、ＧＰＡ等の客観的な指標を設定し、公表するとと

もに、成績の分布状況の把握をはじめ、適切に実施していること。 



  

（客観的な指標の設定・公表及び成績評価の適切な実施に係る取組の概要） 

 

【学生便覧より抜粋】 

６．成績評価における客観的指標の設定 

 学年の評価は上記２．３．に記載のとおりであるが、その評価基準に基づき、 

成績評価のベースとなった点数を各学科・学年の学生ごとに全科目合計した上で 

平均点を算出し、成績評価における客観的指標とする。 

 

また算出方法は、学生に対しＨＰ等を通じ広く周知する。 

 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 
https://web.anabuki-net.ne.jp/wp/wp-

content/uploads/2023/05/akf_3_2023.pdf 

４．卒業の認定に関する方針を定め、公表するとともに、適切に実施して

いること。 



  

（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 

 

【学生便覧より抜粋】 

（成績評価） 

第８条 授業科目の成績評価は、学年末において、各学期末に行う試験、実習の成果、 

履修状況等を総合的に勘案して行う。 

２ 評価は各履修科目ごとに開講回数及び開講時数の５分の４以上の出席が 

なければ受けることができない。 

３ 成績の評価は１００点をもって満点とし、６０点以上をもって合格とする。 

 

（課程修了の認定） 

第 18条 第８条に定める授業科目の成績評価に基づいて、校長は課程修了の認定を 

行う。 

   ２ 所定の修業年限以上在学し、学費を納めて課程を修了したと認めた者には、

卒業証書を授与する。 

 

（称号の授与） 

第 19条 前条により、所定の修業年限が２年の衛生専門課程を修了した者には、 

専門士（衛生専門課程）の称号を授与する。 

 
なお、各学科のディプロマポリシー（卒業認定の方針）は以下のとおりである。 

 

【高度調理学科】 

高度調理学科では、履修規程に即して必要単位を修得し、必要な修業年限を満たした

うえで下記の能力を備えていると判断した場合に、卒業認定および専門士の称号を授

与する  

① 地域社会・国際社会に貢献できる調理師として必要な専門知識と技術を身につけ

ている 

② コミュニケーション力を身に付け、組織や社会の中で自らの個性を活かす意欲を

持つことが出来る 

③ 調理に限らず広く食に携わるプロフェッショナルな社会人としての自覚を備えた

人間力を身につけている 

④ 常にサービス業の精神で人と接することのできる柔軟な能力と経営管理能力を兼

ね備えた現場力を身につけている 

 

【パティシエ・ベーカリー学科】 

パティシエ・ベーカリー学科では、履修規程に即して必要単位を修得し、必要な修業

年限を満たしたうえで下記の能力を備えていると判断した場合に、卒業認定および専

門士の称号を授与する  

① 地域社会、国際社会に貢献できる製菓製パンの知識や技術を身に付けている 

② 食品に関する衛生の知識を習得し、安全な食品を提供する責任を理解し実務能力

を身に付けている 

③ コミュニケーション能力を身に付け、人と接する中で素直に意見を聞き常にサー

ビス業の精神で人と接する柔軟な能力を身に付けている 

④ 多様化するニーズに対応するために自主的に探究する考えを身に付けている 

 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 
https://web.anabuki-net.ne.jp/wp/wp-

content/uploads/2023/05/akf_1_2023.pdf 



  

様式第２号の４－②【⑷財務・経営情報の公表（専門学校）】 
 
※専門学校は、この様式を用いること。大学・短期大学・高等専門学校は、様式第２号の４

－①を用いること。 
学校名 穴吹調理製菓専門学校 

設置者名 学校法人穴吹学園 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 
https://web.anabuki-net.ne.jp/wp/wp-

content/uploads/2023/06/2023kessan.pdf 

収支計算書又は損益計算書 
https://web.anabuki-net.ne.jp/wp/wp-

content/uploads/2023/06/2023kessan.pdf 

財産目録 
https://web.anabuki-net.ne.jp/wp/wp-

content/uploads/2023/06/2023zaisan.pdf 

事業報告書 
https://web.anabuki-net.ne.jp/wp/wp-

content/uploads/2023/06/2023jigyou.pdf 

監事による監査報告（書） 
https://web.anabuki-net.ne.jp/wp/wp-

content/uploads/2023/06/2023kessan.pdf 
 

２．教育活動に係る情報 

①学科等の情報 
 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

衛生 衛生専門課程 高度調理学科 〇 － 

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要な総

授業時数又は総単位数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

２年 

  

昼間 １７１０ 

単位時間／単位 

６９０ 

単位時間

/単位 

２４０ 

単位時間

/単位 

７８０ 

単位時間

/単位 

０ 

単位時間

/単位 

０ 

単位時間

/単位 

１７１０単位時間／単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

８０人 ５５人 ３人 ２人 １２人 １３人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要） 

 

【様式第２号の３より再掲】 

カリキュラム編成・授業科目の内容・方法の充実改善を目的として「教育課程編成委

員会」を設置し、業界団体や飲食店オーナー等からの意見・要望を伺う。そして、学

校は、「教育課程編成委員会」の意見・要望を十分に活かし、かつ教育理念及び学科

目標に沿ったカリキュラムの改善を検討し、教務部が主体となり新たなカリキュラ

ム案を編成、それを校長が決定する。 

作成したシラバスは毎年３月に作成・公表する。 

 

※シラバスの主な記載項目 

 

（１） 科目名 



  

その授業の科目名を記載します。 

 

（２） 学科／学年 

   授業を行う学科名および学年を記載します 

 

（３） 年度／時期 

授業を行う年度および時期（前期・後期）を記載します 

   単位制の場合は標準履修年次を記載します 

 

（４） 授業形態 

   講義もしくは演習、実習等授業形態について記載します 

 

（５） 授業の回数 

   授業を行う回数（コマ数）を記載します 

 

（６） 単位数（時間数） 

   学則に記載している時間数を単位換算したものを記載します 

   講義：１５時間を１単位とする 

   実習、演習：３０時間を１単位とする 

   時間数は９０分授業の場合、１コマ＝２単位時間 

 

（７） 必須・選択 

   必須授業もしくは選択授業について記載します 

 

（８） 授業担当教員 

   授業を担当する教員名を記載します 

   複数の教員で担当する場合は全員の氏名を記載します 

   また、実務経験がある教員の場合はその旨を記載します 

 

（９） 授業の概要 

   授業の概要について記載します 

   実務経験がある教員が授業を行う場合は、実務経験をどのように活かして 

   授業を行うかを記載します    

 

（10） 授業終了時の到達目標 

   授業終了時点において学生が修得している必要がある学修成果について 

記載します 

 

（11） 授業の内容 

   授業の各回におけるテーマおよび内容について具体的に記入します 

   ※学生の理解度・実態に応じてやむを得ず変更する可能性もあります 

 

（12） 教科書・教材 

   使用するテキストや参考図書等を記載します 

 

（13） 評価基準 

   評価方法について記載します 

   また、評価基準についてそれぞれの項目の評価割合を記載します 

 



  

（14） その他 

   備考および準備学習（授業に臨む前に行っておくべき内容） 

などについて記載します 

 

成績評価の基準・方法 

（概要） 

 

【様式第２号の３より再掲】 

 

【学生便覧より抜粋】 

修得条件並びに試験及び成績評価等に関する規程 

 

１．修得条件 

１）諸規則に反している者は授業を受けることが出来ず、履修不足となることが 

ある。 

２）通常、授業は１コマ（２時間）を１５コマ、３０時間を履修基準とし、各科目

の規定数を履修しなければならない。 

３）修得には次のことが必要となる。 

  ①各授業開講回数の内、4/5以上に出席し、各科目の規定以上を履修すること。 

   ・出席回数が学内規定以上に達しなかった者は不足を補うこと。 

  ②各科目の評価で合格（６０点以上）すること。 

   ・評価で合格しなかった者は再評価を得て合格しなければならない。 

 

２．試験及び成績評価 

 １）試験の種類は、定期試験、追試験、再試験、特別試験等とする。 

 ２）評価は、各種の試験を中心とし日常の成績などを勘案して行う。 

 ３）評価はＡ（100～80）Ｂ（79～70）、Ｃ（69～60）で表す。Ｄ（59以下）は不

合格とする。 

 ４）再評価者および補講受講者の合格評価はすべてＣ（60）とする。 

 

３．追・再試験・特別試験 

 １）定期試験を公欠または病気、その他やむを得ない事由で受験できなかった者に

対しては、追試験を行う。この場合、事前に連絡があり、かつ当該当試験の終了

後３日以内に医師の診断書または理由書を添付した時に限る。 

 ２）定期試験の結果、不合格または自己都合等で受験できなかった科目については

再試験・特別試験を受けることが出来る。 

 ３）再試験・特別試験による評価はＣ以下とする。 

 

４．臨時試験 

 １）臨時試験は、科目ごとにその担当者が随時必要に応じて行うものであり、その

科目の担当者が実施する 

 ２）臨時試験の成績は、適宜全体評価に加えるものとする。 

 

５．進級及び卒業 

 １）進級には各学科・学年の全科目履修を必要とする。 

 ２）卒業には各学科・学年の全科目履修を必要とする。 

 

卒業・進級の認定基準 



  

（概要） 

 

【様式第２号の３より再掲】 

 

【学生便覧より抜粋】 

修得条件並びに試験及び成績評価等に関する規程 

 

５．進級及び卒業 

 １）進級には各学科・学年の全科目履修を必要とする。 

 ２）卒業には各学科・学年の全科目履修を必要とする。 

 

【学生便覧より抜粋】 

（成績評価） 

第８条 授業科目の成績評価は、学年末において、各学期末に行う試験、実習の成果、 

履修状況等を総合的に勘案して行う。 

２ 評価は各履修科目ごとに開講回数及び開講時数の５分の４以上の出席が 

なければ受けることができない。 

３ 成績の評価は１００点をもって満点とし、６０点以上をもって合格とする。 

 

（課程修了の認定） 

第 18条 第８条に定める授業科目の成績評価に基づいて、校長は課程修了の認定を 

行う。 

   ２ 所定の修業年限以上在学し、学費を納めて課程を修了したと認めた者には、

卒業証書を授与する。 

 

（称号の授与） 

第 19条 前条により、所定の修業年限が２年の衛生専門課程を修了した者には、 

専門士（衛生専門課程）の称号を授与する。 

 

なお、高度調理学科のディプロマポリシー（卒業認定の方針）は以下のとおりである。 

 

【高度調理学科】 

高度調理学科では、履修規程に即して必要単位を修得し、必要な修業年限を満たした

うえで下記の能力を備えていると判断した場合に、卒業認定および専門士の称号を授

与する  

① 地域社会・国際社会に貢献できる調理師として必要な専門知識と技術を身につけ

ている 

② コミュニケーション力を身に付け、組織や社会の中で自らの個性を活かす意欲を

持つことが出来る 

③ 調理に限らず広く食に携わるプロフェッショナルな社会人としての自覚を備え

た人間力を身につけている 

④ 常にサービス業の精神で人と接することのできる柔軟な能力と経営管理能力を

兼ね備えた現場力を身につけている 

 

学修支援等 

（概要） 

 

個別相談・指導等の対応 

担任による定期的なガイダンスや状況により他の教員による臨時ガイダンスおよび



  

スクールカウンセラーによるカウンセリングを実施。必要に応じて保護者への連絡・

相談・連携を図っている。学習についても学びラボといった支援部署を設置し、小集

団または個別に補講や支援を実施。 

 

卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 ３５人 

（100％） 

０人 

（0.0％） 

３１人 

（88.6％） 

４人 

（11.4％） 

（主な就職、業界等） 

ホテル、料亭、給食系企業における調理部門 他 

（就職指導内容） 

個別ガイダンス、履歴書指導、面接指導 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

調理師免許       １００％ 

技術考査試験     ８５．７％ 

食育インストラクター ８５．７％ 

（備考）（任意記載事項） 

 

 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

  ７０人 ６人  ８．６％ 

（中途退学の主な理由） 

進路変更、精神疾患、留年 他 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

学生の変化を早期把握（ＨＲや授業参加状況、遅刻、欠席対応）し、教員面談やカウ

ンセラー面談、保護者面談を行い、心理面、健康面、学習面等の支援を行い課題解決

支援・通学意欲の継続を学校全体で取り組む。 

 

①学科等の情報 
 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

衛生 衛生専門課程 
パティシエ・ベーカ

リー学科 
〇 － 

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要な総

授業時数又は総単位数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

２年 

 

昼間 １７６０ 

単位時間／単位 

６００ 

単位時間

/単位 

８０ 

単位時間

/単位 

１０８０ 

単位時間

/単位 

０ 

単位時間

/単位 

０ 

単位時間

/単位 

１７６０単位時間／単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 



  

６０人 ６０人 ０人 ２人 １０人 １２人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要） 

 

【様式第２号の３より再掲】 

カリキュラム編成・授業科目の内容・方法の充実改善を目的として「教育課程編成委

員会」を設置し、業界団体や飲食店オーナー等からの意見・要望を伺う。そして、学

校は、「教育課程編成委員会」の意見・要望を十分に活かし、かつ教育理念及び学科

目標に沿ったカリキュラムの改善を検討し、教務部が主体となり新たなカリキュラ

ム案を編成、それを校長が決定する。 

作成したシラバスは毎年３月に作成・公表する。 

 

※シラバスの主な記載項目 

 

（１） 科目名 

   その授業の科目名を記載します。 

 

（２） 学科／学年 

   授業を行う学科名および学年を記載します 

 

（３） 年度／時期 

授業を行う年度および時期（前期・後期）を記載します 

   単位制の場合は標準履修年次を記載します 

 

（４） 授業形態 

   講義もしくは演習、実習等授業形態について記載します 

 

（５） 授業の回数 

   授業を行う回数（コマ数）を記載します 

 

（６） 単位数（時間数） 

   学則に記載している時間数を単位換算したものを記載します 

   講義：１５時間を１単位とする 

   実習、演習：３０時間を１単位とする 

   時間数は９０分授業の場合、１コマ＝２単位時間 

 

（７） 必須・選択 

   必須授業もしくは選択授業について記載します 

 

（８） 授業担当教員 

   授業を担当する教員名を記載します 

   複数の教員で担当する場合は全員の氏名を記載します 

   また、実務経験がある教員の場合はその旨を記載します 

 

（９） 授業の概要 

   授業の概要について記載します 

実務経験がある教員が授業を行う場合は、実務経験をどのように活かして 

   授業を行うかを記載します    



  

 

（10） 授業終了時の到達目標 

   授業終了時点において学生が修得している必要がある学修成果について 

記載します 

 

（11） 授業の内容 

   授業の各回におけるテーマおよび内容について具体的に記入します 

   ※学生の理解度・実態に応じてやむを得ず変更する可能性もあります 

 

（12） 教科書・教材 

   使用するテキストや参考図書等を記載します 

 

（13） 評価基準 

   評価方法について記載します 

   また、評価基準についてそれぞれの項目の評価割合を記載します 

 

（14） その他 

   備考および準備学習（授業に臨む前に行っておくべき内容） 

などについて記載します 

 

成績評価の基準・方法 

（概要） 

 

【様式第２号の３より再掲】 

 

【学生便覧より抜粋】 

修得条件並びに試験及び成績評価等に関する規程 

 

１．修得条件 

１）諸規則に反している者は授業を受けることが出来ず、履修不足となることが 

ある。 

２）通常、授業は１コマ（２時間）を１５コマ、３０時間を履修基準とし、各科目

の規定数を履修しなければならない。 

３）修得には次のことが必要となる。 

  ①各授業開講回数の内、4/5以上に出席し、各科目の規定以上を履修すること。 

   ・出席回数が学内規定以上に達しなかった者は不足を補うこと。 

  ②各科目の評価で合格（６０点以上）すること。 

   ・評価で合格しなかった者は再評価を得て合格しなければならない。 

 

２．試験及び成績評価 

 １）試験の種類は、定期試験、追試験、再試験、特別試験等とする。 

 ２）評価は、各種の試験を中心とし日常の成績などを勘案して行う。 

 ３）評価はＡ（100～80）Ｂ（79～70）、Ｃ（69～60）で表す。Ｄ（59以下）は不

合格とする。 

 ４）再評価者および補講受講者の合格評価はすべてＣ（60）とする。 

 

３．追・再試験・特別試験 

１）定期試験を公欠または病気、その他やむを得ない事由で受験できなかった者に

対しては、追試験を行う。この場合、事前に連絡があり、かつ当該当試験の終了



  

後３日以内に医師の診断書または理由書を添付した時に限る。 

 ２）定期試験の結果、不合格または自己都合等で受験できなかった科目については

再試験・特別試験を受けることが出来る。 

 ３）再試験・特別試験による評価はＣ以下とする。 

 

４．臨時試験 

 １）臨時試験は、科目ごとにその担当者が随時必要に応じて行うものであり、その

科目の担当者が実施する 

 ２）臨時試験の成績は、適宜全体評価に加えるものとする。 

 

５．進級及び卒業 

 １）進級には各学科・学年の全科目履修を必要とする。 

 ２）卒業には各学科・学年の全科目履修を必要とする。 

 

卒業・進級の認定基準 

（概要） 

 

【様式第２号の３より再掲】 

 

【学生便覧より抜粋】 

修得条件並びに試験及び成績評価等に関する規程 

 

５．進級及び卒業 

 １）進級には各学科・学年の全科目履修を必要とする。 

 ２）卒業には各学科・学年の全科目履修を必要とする。 

 

【学生便覧より抜粋】 

（成績評価） 

第８条 授業科目の成績評価は、学年末において、各学期末に行う試験、実習の成果、 

履修状況等を総合的に勘案して行う。 

２ 評価は各履修科目ごとに開講回数及び開講時数の５分の４以上の出席が 

なければ受けることができない。 

３ 成績の評価は１００点をもって満点とし、６０点以上をもって合格とする。 

 

（課程修了の認定） 

第 18条 第８条に定める授業科目の成績評価に基づいて、校長は課程修了の認定を 

行う。 

   ２ 所定の修業年限以上在学し、学費を納めて課程を修了したと認めた者には、

卒業証書を授与する。 

 

（称号の授与） 

第 19条 前条により、所定の修業年限が２年の衛生専門課程を修了した者には、 

専門士（衛生専門課程）の称号を授与する。 

 

なお、パティシエ・ベーカリー学科のディプロマポリシー（卒業認定の方針）は以下

のとおりである。 

 

【パティシエ・ベーカリー学科】 

パティシエ・ベーカリー学科では、履修規程に即して必要単位を修得し、必要な修業



  

年限を満たしたうえで下記の能力を備えていると判断した場合に、卒業認定および専

門士の称号を授与する  

① 地域社会、国際社会に貢献できる製菓製パンの知識や技術を身に付けている 

② 食品に関する衛生の知識を習得し、安全な食品を提供する責任を理解し実務能力

を身に付けている 

③ コミュニケーション能力を身に付け、人と接する中で素直に意見を聞き常にサー

ビス業の精神で人と接する柔軟な能力を身に付けている 

④ 多様化するニーズに対応するために自主的に探究する考えを身に付けている 

 

学修支援等 

（概要） 

 

個別相談・指導等の対応 

担任による定期的なガイダンスや状況により他の教員による臨時ガイダンスおよび

スクールカウンセラーによるカウンセリングを実施。必要に応じて保護者への連絡・

相談・連携を図っている。学習についても学びラボといった支援部署を設置し、小集

団または個別に補講や支援を実施。 

 

 

卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 ２３人 

（100％） 

０人 

（0.0％） 

２１人 

（91.3％） 

２人 

（8.7％） 

（主な就職、業界等） 

製菓関連企業や店舗、ホテルでのパティシエおよびブーランジェ 

（就職指導内容） 

個別ガイダンス、履歴書指導、面接指導 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

製菓衛生師       ６５．２％ 

パティスリーラッピング ９１．３％ 

（備考）（任意記載事項） 

 

 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

  ５８人 ４人  ６．９％ 

（中途退学の主な理由） 

進路変更、身体的疾患、交友関係の悪化 他 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

学生の変化を早期把握（ＨＲや授業参加状況、遅刻、欠席対応）し、教員面談やカウ

ンセラー面談、保護者面談を行い、心理面、健康面、学習面等の支援を行い課題解決



  

支援・通学意欲の継続を学校全体で取り組む。 

 

②学校単位の情報 

ａ）「生徒納付金」等 

学科名 入学金 
授業料 

（年間） 
その他 備考（任意記載事項） 

高度調理

学科 
140,000円 960,000円 370,000円 研修・実習・材料費 

パティシ

エ・ベー

カリー学

科 

140,000円 960,000円 370,000円 研修・実習・材料費 

修学支援（任意記載事項） 

 

 

 

ｂ）学校評価 
自己評価結果の公表方法 

（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

https://web.anabuki-net.ne.jp/wp/wp-

content/uploads/2023/05/akf_5_2023.pdf 

学校関係者評価の基本方針（実施方法・体制） 

【学校関係者評価委員会規定より抜粋】 

（設置） 

第２条 本校に、より実践的な職業教育の質を確保するため、教育活動の観察や意見

交換等を通じて、本校の自己評価の結果を評価することを目的とした委員会を置く。 

 

（委員の委嘱等） 

第３条 委員会を構成する委員は、５名以上とし、本校の職員以外の者で次に揚げる

者のうちから、校長が委嘱する。 

 （１）保護者 

 （２）本校の卒業生 

 （３）地域住民 

 （４）企業関係者 

 （５）高等学校関係者 

（６）その他教育に関する有識者 

 

（役割） 

第４条 委員会は、本校が行った教育活動及び学校運営の状況についての自己評価の 

結果を踏まえた本校の評価を行い、その結果を校長に報告する。 

 

実施例としては、以下のとおり。 

①関係者ならではの視点で具体的かつ実践的な評価を受ける 

②自己点検評価の適性化、妥当性を客観的に評価する 



  

（自己点検項目：教育理念・目的・育成人材像、学校運営、教育活動、学修成果、学生 

支援、教育環境、学生募集と受け入れ、財務、法令等の遵守、社会地域貢献、国際交 

流等） 

③結果として、職業に必要な実践的かつ専門的な能力がより修得できる改善計画を立

案し、ＰＤＣＡサイクルを回し続ける 

 

学校関係者評価の委員 

所属 任期 種別 

製菓系協会理事 令和 5年 4月 1日 

～令和 6年 3月 31日 

教育に関する有識者

委員 

製菓店オーナー 令和 5年 4月 1日 

～令和 6年 3月 31日 

企業等委員 

飲食店オーナー 令和 5年 4月 1日 

～令和 6年 3月 31日 

企業等委員 

（飲食店オーナー） 令和 5年 4月 1日 

～令和 6年 3月 31日 

卒業生代表委員 

（元高等学校校長） 令和 5年 4月 1日 

～令和 6年 3月 31日 

高等学校関係委員 

学校関係者評価結果の公表方法 

（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

https://web.anabuki-net.ne.jp/wp/wp-

content/uploads/2023/05/akf_6_2023.pdf 

第三者による学校評価（任意記載事項） 

 

 

ｃ）当該学校に係る情報 
（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

https://web.anabuki-net.ne.jp/akf/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

（別紙） 
 
※この別紙は、更新確認申請書を提出する場合に提出すること。 
 
※以下に掲げる人数を記載すべき全ての欄について、該当する人数が 1人以上 10人以下の

場合には、当該欄に「－」を記載すること。該当する人数が 0 人の場合には、「0 人」と

記載すること。 
 

学校名 穴吹調理製菓専門学校 

設置者名 学校法人穴吹学園 

 

 

１．前年度の授業料等減免対象者及び給付奨学生の数 

 
 

 前半期 後半期 年間 

支援対象者（家計急変

による者を除く） 
２１人 １７人 ２１人 

内 

訳 

第Ⅰ区分 － １３人  

第Ⅱ区分 － －  

第Ⅲ区分 － －  

家計急変による 

支援対象者（年間） 
  ０人 

合計（年間）   ２１人 

（備考） 

 

 

 

※本表において、第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分とは、それぞれ大学等における修学

の支援に関する法律施行令（令和元年政令第４９号）第２条第１項第１号、第２号、

第３号に掲げる区分をいう。 

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。 

 

 

２．前年度に授業料等減免対象者としての認定の取消しを受けた者及び給付奨

学生認定の取消しを受けた者の数 

 

（１）偽りその他不正の手段により授業料等減免又は学資支給金の支給を受け

たことにより認定の取消しを受けた者の数 

 

年間 ０人 

 

（２）適格認定における学業成績の判定の結果、学業成績が廃止の区分に該当し

たことにより認定の取消しを受けた者の数 
 



  

 

 

右以外の大学等 

短期大学（修業年限が２年のものに

限り、認定専攻科を含む。）、高等

専門学校（認定専攻科を含む。）及

び専門学校（修業年限が２年以下の

ものに限る。） 

年間 前半期 後半期 

修業年限で卒業又は修了 

できないことが確定 
人 ０人 ０人 

修得単位数が標準単位数

の５割以下 
（単位制によらない専門学校に

あっては、履修科目の単位時間

数が標準時間数の５割以下） 

人 ０人 ０人 

出席率が５割以下その他 

学修意欲が著しく低い状況 
人 ０人 ０人 

「警告」の区分に 

連続して該当 
人 ０人 ０人 

計 人 ０人 ０人 

（備考） 

 

 

 

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。 

 

上記の（２）のうち、学業成績が著しく不良であると認められる者であって、

当該学業成績が著しく不良であることについて災害、傷病その他やむを得な

い事由があると認められず、遡って認定の効力を失った者の数 

右以外の大学等 
短期大学（修業年限が２年のものに限り、認定専攻科を

含む。）、高等専門学校（認定専攻科を含む。）及び専

門学校（修業年限が２年以下のものに限る。） 

年間 人 前半期 ０人 後半期 ０人 

 

（３）退学又は停学（期間の定めのないもの又は３月以上の期間のものに限る。）

の処分を受けたことにより認定の取消しを受けた者の数 

 
 

退学 － 

３月以上の停学 ０人 

年間計 － 



  

（備考） 

 

 

 

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。 

 

 

３．前年度に授業料等減免対象者としての認定の効力の停止を受けた者及び給

付奨学生認定の効力の停止を受けた者の数 

 

停学（３月未満の期間のものに限る。）又は訓告の処分を受けたことにより

認定の効力の停止を受けた者の数 
 

３月未満の停学 ０人 

訓告 ０人 

年間計 ０人 

（備考） 

 

 

 

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。 

 

 

４．適格認定における学業成績の判定の結果、警告を受けた者の数 
 

 

 

右以外の大学

等 

短期大学（修業年限が２年のもの

に限り、認定専攻科を含む。）、

高等専門学校（認定専攻科を含

む。）及び専門学校（修業年限が

２年以下のものに限る。） 

年間 前半期 後半期 

修得単位数が標準単位数

の６割以下 
（単位制によらない専門学校に

あっては、履修科目の単位時間

数が標準時間数の６割以下） 

人 ０人 ０人 

ＧＰＡ等が下位４分の１ 人 － ０人 

出席率が８割以下その他 

学修意欲が低い状況 
人 ０人 ０人 

計 人 － ０人 



  

（備考） 

 

 

 

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
備考 この用紙の大きさは，日本産業規格Ａ４とする。 


